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１ 基本設計スケジュール

R8R7R6年度
43211211109876543211211月

全 体

議 会

市民意見聴取

調 査

●
中間とりまとめ

●
完成

パブリック・コメントワークショップ
ボーリング

測量
執務環境計画

（１）全体スケジュール

●
（定例会）

●
（定例会）

●
（定例会）

●
（定例会）
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●
（定例会）

今回

済
済

済

済

フェーズ１
与条件の整理と洗い出し

フェーズ２
与条件を踏まえた設計

フェーズ３

基本設計の取りまとめ

建物配置や各機能をモデル化 中間報告に向けた検討 中間報告の結果を踏まえ、
完成に向けた詳細検討

設計期間：令和６年１１月１日〜令和８年４月３０日

●市民説明会

サウンディング調査※済

※ゼネコン・サブコンに対して事業手法の確実性確認のため実施

済
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１ 基本設計スケジュール

3

（２）議会報告（予定）

■令和８年 ２月定例会 ●パブリック・コメントの結果

●基本設計の内容をまとめた「基本設計説明書」

●基本設計以降の事業手法
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民間機能整備事業実施方針について

都市戦略本部 都市経営戦略部

令和７年１２月定例会 市庁舎等整備検討特別委員会 報告資料②
都市戦略本部 都市経営戦略部
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本実施方針の趣旨
 本事業は、新庁舎整備街区の一部に、民間事業者のノウハウを活用した機能

（民間機能）を導入することで、来庁者等の利便性の向上を図るとともに、街区
全体のにぎわいを創出し、魅力ある空間形成を図るものです。
また、事業手法として、一定の歳入を安定的に確保できる「土地貸付方式」を
採用することで、新庁舎の整備及び維持管理に係る財政負担の軽減を図ります。

 本実施方針は、事業者選定に向けた公募要項の基礎となるものであり、
事業者選定委員会の議論及び民間事業者との意見交換を踏まえ、本市としての
考え方を整理したものです。

■ 案内図

さいたま市大宮区北袋町１丁目603番地１の一部所在地
土地の表示

宅地・約2,300㎡地目及び地積

北西側に市道22574号線（幅員約12ｍ）認定道路接道等の
状況

商業地域用途地域

法令に
基づく制限

防火地域防火指定
80％・400％建蔽率及び容積率
景観誘導区域景観計画区域
北袋町１丁目地区地区計画地区計画
土地の北東側に第二種住居地域があり、規制を受ける日影規制
道路境界線より2.0ｍ以上後退壁面の位置の制限
六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒（ヒ）素及び
その化合物（自然由来）

土壌汚染対策法に
基づく区域の指定その他

新庁舎整備街区

さいたま新都心駅 民間機能敷地

歩行者デッキ
延伸予定

■ 配置図

さいたま市新庁舎整備に伴う民間機能整備事業 実施方針（案） 概要版

２．事業用地の概況

1/3

（さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）より）

１．本事業を取り巻く周辺の状況

 さいたま新都心は、国や市の上位計画において、大宮と一体的な都心を形成し、東日本の対流
拠点、さいたま市の「都心」と位置付けられています。

 まちびらき以降、計画的に都市基盤整備が進められ、商業・業務機能が集積し、定住人口や
交流人口は増加傾向にあります。
また、周辺は、氷川神社や見沼田圃といった、歴史文化資源や自然資源にも恵まれています。

 新庁舎整備街区は、北袋町１丁目地区地区計画の区域であり、地域の複合交流機能を有する
都市経営の拠点を形成する街区に位置付けられています。

民間機能
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１

３．にぎわいと導入機能

さいたま市新庁舎整備に伴う民間機能整備事業 実施方針（案） 概要版 2/3

（１）新庁舎整備街区の位置づけ

 新庁舎を整備する街区には、行政棟、議会棟、市民広場で構成する新庁舎と、民間事業者の
ノウハウを活用した民間機能を整備します。中広場、外広場、階段広場から成る市民広場は、
様々な空間のバリエーションを持ち、日常的に居心地の良い場所として整備します。

 新庁舎と民間機能が、互いに連携し、相乗効果を発揮することで、常に活気とにぎわいのある
地域の複合交流拠点を形成します。

（２）街区のにぎわいの考え方

 非日常的な市民交流を促すイベント等の実施によって活気ある状態とすることはもちろん、
日常時に目的がなくても、人が自然と集まり、活動と交流が持続的に生まれる状態を、本街区
の「にぎわい」として設定します。

（３）民間機能の「にぎわい」の考え方

 街区として「にぎわい」を創出するため、民間機能には人の流れを生み、滞在や交流ができる
役割を求めます。

①誘客・人流創出
→延伸する歩行者デッキを
通じて、さいたまスーパー
アリーナや近隣商業施設
から、街区に人を呼び込み、
新たな人の流れを創出する

②滞在・交流
→市民広場を含めた街区で、
過ごす・滞在する・交流
することができる

（４）導入機能

 導入機能は、共同住宅を除く、オフィス、商業、宿泊をベースとします。

 民間機能のにぎわいの考え方を踏まえ、導入機能のうち、最もにぎわいと親和性のあると
考えられる、商業機能をデッキレベルに導入することとします。

街区の「にぎわい」

のイメージ

商業機能

（単独又はその他の機能との複合）

任意の用途

任意の用途

デッキレベル

高層部

グランドレベル

施設計画

のイメージ

４．新庁舎との調和

（１）景観形成

 民間機能は、奇抜な形状、色彩、仕上げを避け、新庁舎の景観形成の考え方に配慮します。

 さいたま新都心公園との緑化空間を緩やかにつなぐため、民間機能についても低層部は緑化に
努めるなど、調和の取れた計画とします。

（２）建築計画・配置計画

 シンボルとなる行政棟への視認性を確保し、街区のエントランスとなる外広場を圧迫しない
建築計画や配置計画とします。

（３）サイン計画

 施設や店舗名称等を表示する屋外広告物について、屋外広告物条例や地区計画等を踏まえ、
新庁舎の景観形成の考え方に配慮するものとします。

（４）動線計画

 デッキレベルの外広場や通路に直接出入りできる動線計画とします。

 施工条件・維持管理等の詳細について、別途協定書に定めることとします。

＜参考＞新庁舎整備における景観形成の考え方
新庁舎街区の景観形成は、歴史的背景や地域特性を活かしながら、地域ゆかりの多様な樹木

や花をちりばめ、さいたま市らしい自然環境を表現するとともに、隣接するさいたま新都心公
園や新都心さくら広場と連続させるランドスケープ（景観・植栽計画）を展開していきます。
さらに、新たなまちづくりの先導役として、緑と市庁舎が調和するサステナブルで象徴的な、

美しい景観形成を目指します。

さいたま新都心公園
から見た新庁舎

低層部 （さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）より）
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 本事業のスケジュールは、街区としてにぎわいを創出するため、新庁舎整備の動向を踏まえ、
新庁舎と同時期の令和13（2031）年度に、開業・供用開始することが望ましいと考えます。
そのため、公募・事業者選定を令和８（2026）年度、土地引渡しを令和10（2028）年度と
設定しました。

 なお、新庁舎整備のスケジュールに変更が生じた場合には、民間機能のスケジュールを見直す
可能性があります。

１

５．貸付条件

さいたま市新庁舎整備に伴う民間機能整備事業 実施方針（案） 概要版 3/3

６．事業者選定
（１）貸付料

 貸付料は、市財産規則等に基づき年額とし、事業者の提案価格とします。

 提案価格の基準として、最低貸付価格を設定します。最低貸付価格は、土地の適正な価格
（固定資産税評価額）×4.2％とします。

 貸付料の改定は、固定資産税評価額を基礎として、３か年ごとに行います。

（２）貸付期間

 貸付期間は、30年以上70年以内とし、事業者の提案期間とします。

 貸付期間の始期は、土地引渡日とします。

 貸付期間には、施設等の整備期間及び貸付期間満了に伴う現状回復のための施設の解体・撤去
期間を含むものとします。

（３）権利

 権利は借地借家法に基づく「借地権」とします。

 貸付期間が50年以上70年以内の場合は同法第22条（定期借地権）、30年以上50年未満の場合
は同法第23条（事業用定期借地権）の適用を受けるものとします。

（４）事業スキーム

 本事業への参画のための資金調達や出口戦略の一つとして資金回収を行う場合、不動産証券化
手法の活用や定期借地権の譲渡等の手法が想定されます。

①事業開始時（資金調達）
ⅰ．不動産特定共同事業法に基づく特例事業者を活用したスキーム
ⅱ．資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社を活用したスキーム
ⅲ．会社法等に基づく合同会社・匿名組合等を活用したスキーム

②事業出口時（資金回収）
ⅰ．投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人を活用したスキーム
ⅱ．定期借地権の譲渡
ⅲ．建物所有権の譲渡
ⅳ．SPC等の株式譲渡
ⅴ．信託受益権の譲渡

※各手法の適用に当たっての留意事項
●市による事前の承諾を得ること。
●権利を譲渡する場合、譲受人は当初事業者の契約上の地位を継承し、提案内容や本事業に
関する義務の一切を引き受けること。

●SPC等を活用する手法の場合、事業者が保有する出資持分は、市の書面による承諾がある
場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行わないこと。

●導入する手法の全体スキームを明らかにすること。

 事業者選定に当たっては、民間事業者のノウハウを活かし、にぎわい創出を図り、新庁舎との
調和が取れた計画を求める点を重視し、提案内容を総合的に評価する
「公募型プロポーザル方式」を採用します。

 最優秀提案者は「さいたま市新庁舎整備に伴う民間機能整備事業者選定委員会」における提案
審査によって決定します。

８. 想定スケジュール

基本設計
（〜R8.4）

事業者選定
（R8年度）

実施設計
（R9年度）

建設工事
（R10〜12年度）

７．参加資格

 応募者は、事業計画を立案し、当該計画を遂行できる能力を有する法人又はグループとします。
なお、応募グループの構成員が、他の応募グループの構成員となることは禁止します。

 応募者の資格要件として、設計業務・建設業務に係る一定の実績要件を設定するとともに、
長期の事業運営を担うことができる要件も検討します。
なお、業務の一部を協力法人が担うことも可能とします。

 本事業に関与する利害関係者の参加は認めません。
※利害関係者：本事業の実施方針・公募要項の策定に関わった事業者

新庁舎整備基本設計事業者
さいたま市新庁舎整備に伴う民間機能整備事業者選定委員会の委員等

公募開始

R8.7R8.1

実施方針
公表

最優秀提案者
決定

R8.12

土地引渡し

R10.4

契約締結

R9年度中

基本協定
締結

R9.3

開業

R13年度中

◆新庁舎

◆民間機能

移転
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さいたま市新庁舎整備に伴う

民間機能整備事業
実施方針（案）

さいたま市都市戦略本部
都 市 経 営 戦 略 部

令和８（2025）年１月
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はじめに
 さいたま市（以下、「本市」という。）は、市役所本庁舎を令和13（2031）年度を目途に、
さいたま新都心に移転整備するため、検討を進めています。

 新たな市役所本庁舎（以下、「新庁舎」という。）は、本市の行政機能の中心である
とともに、市民にとって誇りとなる都市の象徴として、シビックプライドの醸成や持続可能
なまちづくりの拠点となることを目指しています。

 本事業は、新庁舎整備街区の一部に、民間事業者のノウハウを活用した機能（以下、「民
間機能」という。）を導入することで、来庁者等の利便性の向上を図るとともに、街区全体
のにぎわいを創出し、魅力ある空間形成を図るものです。
また、事業手法として、一定の歳入を安定的に確保できる「土地貸付方式」を採用する

ことで、新庁舎の整備及び維持管理に係る財政負担の軽減を図ります。
 本実施方針は、事業者選定に向けた公募要項の基礎となるものであり、事業者選定委員会
の議論及び民間事業者との意見交換を踏まえ、本市としての考え方を整理したものです。
今後の事業実施に当たっては、本実施方針に基づき、適切な事業者の選定及び円滑な事業

推進を図っていきます。

【参考資料】
 さいたま市新庁舎整備等基本計画
 さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）
 新庁舎整備街区における民間機能導入に向けた検討
 新庁舎整備に伴う民間機能検討に関するサウンディング型市場調査結果概要

2
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はじめに
3

内容年度
浦和市、大宮市、与野市の３市による合併協定書の調印平成12（2000）年９月
さいたま市誕生平成13（2001）年５月
さいたま市本庁舎整備審議会における検討を経て、
平成30（2018）年５月に答申を受理

平成24（2012）〜
平成30（2018）年度

「本庁舎整備等に係る基本的な考え方」の公表令和３（2021）年２月
「新庁舎整備等基本構想」の策定

新庁舎整備に当たり、民間機能との複合化の可能性を提示令和３（2021）年12月

市議会において、「さいたま市役所の位置に関する条例の一部を
改正する条例」議案が特別多数議決により可決され、
市役所本庁舎のさいたま新都心への移転が決定

令和４（2022）年４月

「さいたま市新庁舎整備等基本計画」の策定
民間機能の導入計画を示す令和６（2024）年３月

公募によるサウンディング型市場調査を実施令和６（2024）年度

これまでの検討経緯
新庁舎整備の検討過程において、財政負担の軽減や来庁者等の利便性の向上、
にぎわい創出などに資する民間機能の導入を検討してきました。
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１ 本事業を取り巻く周辺の状況

⑴ 「さいたま新都心」の特徴

6

 平成12（2000）年、旧国鉄大宮操車場
の跡地に18の国の機関が移転するととも
に、ＪＲさいたま新都心駅が開業し、
「さいたま新都心」がまちびらきしまし
た。

 その後、大規模な商業施設、医療施設及
び宿泊施設の開業、本社機能を有する業
務施設の移転、大規模共同住宅が竣工し
たほか、さいたま新都心バスターミナル
や公園などの都市基盤整備が進められて
きました。

東側から見たさいたま新都心

さいたま新都心の成り立ち

さいたま新都心はまちびらき以降、計画的に都市基盤整備が進められ、
今もなお成長を続けています。

新庁舎及び民間機能が立地するさいたま新都心の状況を整理しました。
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１ 本事業を取り巻く周辺の状況
⑴ 「さいたま新都心」の特徴

7

 さいたま新都心は、大宮と一体的な都心を形成し、首都圏と
東日本全体を結ぶ交通の要衝に位置することから、東日本の
玄関口機能を果たし、三大都市圏が一体化した交流圏域を
支える対流拠点として位置付けられました。

 ヒト・モノ・情報が集まる東日本のネットワークの結節点
として、連携・交流機能の集積・強化等が求められています。

首都圏広域地方計画（第２次）

さいたま新都心は、国や市の上位計画において、大宮と一体的な都心を形成し、
東日本の対流拠点、さいたま市の「都心」と位置付けられています。

▲東日本玄関口創出のイメージ
（出典：首都圏広域地方計画

（H28.3））

 大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区は、本市の「都心」で
あり、本市の顔として、良好な住環境に配慮しつつ、
商業・業務機能等の高次な都市機能を集積し、広域的な都市
活動や市民生活の拠点としての役割を担います。

 さいたま新都心周辺地区は、行政機能を担うとともに、
国の広域行政機能、業務機能、文化機能、交流機能等の
機能集積を進め、大宮駅周辺地区と一体的な都心を形成します。

さいたま市総合振興計画基本計画（令和７年度改定）
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１ 本事業を取り巻く周辺の状況
⑴ 「さいたま新都心」の特徴

8

 さいたま新都心駅を中心に、国の機関や大規模な商業施設、医療施設、業務施設、
宿泊施設の進出によって、商業・業務機能が集積しています。また、大規模な共同住宅
の竣工によって、さいたま新都心地区の定住人口は増加傾向にあります。

 日本最大級の多目的アリーナであるさいたまスーパーアリーナでは、国内外のトップ
アーティストによるライブ・コンサート、スポーツや飲食・物販のイベントなど、
集客力のあるコンテンツが数多く催され、交流人口の増加につながっています。

まちの特性

さいたま新都心は、商業・業務機能が集積し、定住人口や交流人口は増加傾向に
あります。

▲さいたま新都心地区における人口の変化（左：実数、右：変化率）
（出典：さいたま新都心将来ビジョン（R6.3））
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１ 本事業を取り巻く周辺の状況
⑴ 「さいたま新都心」の特徴

9

 地区の周辺に目を向けると、古い歴史を持ち、埼玉県を代表する氷川神社や、首都近郊
における貴重な大規模緑地空間である見沼田圃といった、歴史文化資源や自然資源があ
ります。

 氷川神社につながる参道は、さいたま新都心地区の北側を起点として
南北２キロメートルの長さを誇り、都市部の貴重な緑の空間となっています。

 多様な自然環境を残す見沼田圃は、さいたま新都心駅から２〜３キロメートルに位置し、
気軽に自然と触れ合うことができる、貴重な自然資源となっています。

まちの特性

さいたま新都心の周辺は、氷川神社や見沼田圃といった、歴史文化資源や自然資
源にも恵まれています。

３Ｄ都市モデルによる
さいたま新都心地区周辺の街並みと
新庁舎整備のイメージ
（出典：さいたま市新庁舎整備等

基本計画（R6.3））
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１ 本事業を取り巻く周辺の状況
⑵ 北袋町１丁目地区地区計画

10

 「さいたま新都心」の一翼を担い、更なる
発展が期待される地区であり、既存の都市機
能と適切に連携・分担するほか、公共公益機
能の導入を図り、広域的な都市活動の拠点、
にぎわいあふれるまちを形成する。

 地域の更なる安心・安全に寄与し、環境に
配慮したまちを形成するとともに、地域資源
を生かし、豊かなみどりと都市機能が融合
するまちを形成する。

地区計画の目標

新庁舎整備街区は、北袋町１丁目地区地区計画の区域であり、地域の複合交流機能
を有する都市経営の拠点を形成する街区に位置付けられています。

 新庁舎整備街区が位置するＢ地区は、市の行政・防災機能の中核を担う行政施設及び多くの
市民が集い・憩える広場や緑地等を効果的に整備することにより、さいたま新都心の既存の
広域的防災機能及びみどりを一層補完し、併せて周辺の主要な施設との回遊性を高めることで、
地域の複合交流機能を有する都市経営の拠点を形成する。

区域の整備、開発及び保全に関する方針
▲地区計画方針の付図

17
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12

２ 事業用地の概況

さいたま市大宮区北袋町１丁目603番地１の一部所在地
土地の表示 宅地地目

約2,300㎡（※）地積
北西側に市道22574号線（幅員約12ｍ）認定道路接道の状況
商業地域用途地域

法令に基づく制限

防火地域防火指定
80％建蔽率
400％容積率
景観誘導区域景観計画区域
北袋町１丁目地区地区計画地区計画
北東側に第二種住居地域があり、規制を受ける日影規制
道路境界線より2.0ｍ以上後退壁面の位置の制限
六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒（ヒ）素
及びその化合物（自然由来）

土壌汚染対策法に
基づく区域の指定その他

さいたま新都心駅から南東約400ｍに位置し、事業用地の面積は約2,300㎡、
用途地域は商業地域、建蔽率は80％、容積率は400％です。

（※）新庁舎整備基本設計業務における測量によって確定します

19



13

２ 事業用地の概況

新庁舎整備街区

さいたま新都心駅 民間機能敷地

縮尺2500分の１＜参考＞案内図

歩行者デッキ
延伸予定

20



14

２ 事業用地の概況
民間機能の配置は、オフィス通勤の利便性、商業施設の集客性を考慮し、
駅・周辺商業施設に近い敷地北側への配置としました。

▼配置計画（さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）より）

民間機能

21
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３ にぎわいと導入機能
16

⑴ 新庁舎整備街区の位置づけ
新庁舎整備街区には、行政棟、議会棟、市民広場で構成する新庁舎と、

民間事業者のノウハウを活用した民間機能を整備します。中広場、外広場、階段
広場から成る市民広場は、様々な空間のバリエーションを持ち、日常的に居心地
の良い場所として整備します。
新庁舎と民間機能が、互いに連携し、相乗効果を発揮することで、常に活気と

にぎわいのある地域の複合交流拠点を形成します。

⑵ 街区のにぎわいの考え方
非日常的な市民交流を促すイベント等の実施によって活気ある状態とすること

はもちろん、日常時に目的がなくても、人が自然と集まり、活動と交流が持続的
に生まれる状態を、本街区の「にぎわい」として設定します。

街区のにぎわい創出を図るため、にぎわいに対する考え方と導入機能について
整理しました。

23



３ にぎわいと導入機能
17

⑶ 民間機能の「にぎわい」の考え方
 街区として「にぎわい」を創出するため、民間機能には人の流れを生み、滞在
や交流ができる役割を求めます。
① 誘客・人流創出

延伸する歩行者デッキを通じて、さいたまスーパーアリーナや近隣商業施設
から、街区に人を呼び込み、新たな人の流れを創出する

② 滞在・交流
市民広場を含めた街区で、過ごす・滞在する・交流することができる

街区の「にぎわい」
のイメージ

24



３ にぎわいと導入機能
18

⑷ 導入機能
 導入機能は、共同住宅を除く、オフィス、商業、宿泊とします。

（新庁舎整備等基本計画による）

 民間機能のにぎわいの考え方を踏まえ、導入機能のうち、最もにぎわいと親和
性があると考えられる商業機能をデッキレベルに導入することとします。

⑸ その他
 導入機能の全部又は一部について、本市の魅力や施策を踏まえた提案を求めます。
 市民広場を活用した、にぎわい創出に資する取組も期待します。

商業機能
（単独又はその他の機能との複合）

任意の用途

任意の用途
デッキレベル

高層部

グランドレベル

▼施設計画のイメージ

低層部

25



３ にぎわいと導入機能
19

＜参考１＞新庁舎の鳥瞰イメージ
（さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）より）

中広場棟

歩行者デッキ

行政棟

議会棟

民間機能

26



３ にぎわいと導入機能
20

首都圏有数の自然と環境への先進的な取組
 見沼田圃や氷川参道を始め、首都圏有数の自然資源を有する。

持続可能な脱炭素社会を目指し、先進的な各種取組を実施している。
健康意識の高さ

豊富なスポーツ資源

特色ある学校教育

地理的優位性

 国民健康保険特定健康診査の受診率・特定保健指導の実施率が、指定都市の中でも比較
的高水準で、健康を促す地域環境も整っている。

 Ｊリーグクラブなどのトップチームが拠点を構え、大規模なスポーツ施設の立地や
スポーツイベントを誘致するスポーツコミッションが活動している。

 「全国学力・学習状況調査」では全国トップクラスの良好な結果を残し、先進的な本市
独自の英語教育により、成果を大きく伸ばしている。

 鉄道や高速道路等の広域的な交通網が充実し、大宮駅は東日本の交通の要衝となってい
る。地形も平たんで大規模な土砂災害の危険性が比較的低い。

魅力１

魅力２

魅力３

魅力４

魅力５

＜参考２＞さいたま市の魅力（さいたま市総合振興計画基本計画）

27



３ にぎわいと導入機能
21

施設例導入用途例
フードホール、レストラン、カフェ、ファストフード、
テイクアウト専門店 など飲食

ファッション、雑貨・ライフスタイル、書籍、
スポーツ・アウトドア、キッズ・ベビー用品 など物販

フィットネスジム、ヨガ・ピラティススタジオ、温浴施設
ランニングステーション など健康増進

映画館、劇場、ＶＲ体験施設、水族館、美術館 など
娯楽

アミューズメント
文化

室内スポーツ施設、ｅスポーツ施設、キッズ向け運動施設 などスポーツ
レクリエーション

地域物産館・アンテナショップ、地域マルシェスペース など観光
地域交流

シェアオフィス、コワーキングスペース などビジネス支援

＜参考３＞にぎわい創出に寄与すると考えられる導入用途の例

※記載している用途以外の提案を妨げるものではありません。
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４ 新庁舎との調和
民間機能は、新庁舎の景観形成の考え方に配慮するとともに、デッキレベルに
ある市民広場（外広場）等に直接出入り可能な動線計画が必要です。

23

⑴ 景観形成
 民間機能は、奇抜な形状、色彩、仕上げを避け、新庁舎の景観形成の考え方に
配慮します。

 また、さいたま新都心公園との緑化空間を緩やかにつなぐため、民間機能に
ついても低層部は緑化に努めるなど、調和の取れた計画とします。

 施設や店舗名称等を表示する屋外広告物について、屋外広告物条例や地区計画
等を踏まえ、新庁舎の景観形成の考え方に配慮するものとします。

⑶ サイン計画

⑵ 建築計画・配置計画

 シンボルとなる行政棟への視認性を確保し、街区のエントランスとなる外広場
を圧迫しない建築計画や配置計画とします。

30



４ 新庁舎との調和

⑷ 動線計画
 デッキレベルの外広場や通路に直接出入りできる動線計画とします。接続可能
な範囲は以下のとおりで、接続位置は事業者の提案によります。

 施工条件・維持管理等の詳細については、別途協定書に定めることを想定しま
す。

24

出典：さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）Ｐ．６

接続可能な
範囲

※デッキ接続に
必要な構造物と
して、床、庇、
手すり等を想定

31



４ 新庁舎との調和
25

＜参考１＞新庁舎整備における景観形成の考え方
（さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）より）

 新庁舎街区の景観形成は、歴史的背景や地域特性を活かしながら、地域ゆかりの多様な樹木や
花をちりばめ、さいたま市らしい自然環境を表現するとともに、隣接するさいたま新都心公園
や新都心さくら広場と連続させるランドスケープ（景観・植栽計画）を展開していきます。
さらに、新たなまちづくりの先導役として、緑と市庁舎が調和するサステナブルで象徴的な、
美しい景観形成を目指します。
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４ 新庁舎との調和
26

＜参考２＞さいたま新都心公園とつながる緑の空間
（さいたま市新庁舎整備基本設計説明書（素案）より）

 外広場の緑辺部を段状に緑化することで、
さいたま新都心との緑化空間を緩やかに
繋ぎます。

▼ A-a断面図
市民広場構成図
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５ 貸付条件

 貸付料は、市財産規則等に基づき年額とし、事業者の提案価格とします。
 提案価格の基準として、最低貸付価格を設定します。
最低貸付価格は、土地の適正な価格（固定資産税評価額）×4.2％とし、
令和７（2025）年に都市計画法における用途地域の変更がなされた点も考慮し
ます。

 貸付料は、貸付期間において生じるものとしますが、施設の供用開始まで収益
を得られない点も考慮し、支払時期や支払方法については、今後検討します。
なお、貸付料の免除や減額はしないものとします。

 貸付料の改定は、固定資産税評価額を基礎として、３か年ごとに行います。

事業手法は、「新庁舎整備等基本計画」に基づき、「土地貸付」方式とします。
土地貸付の条件について、事業成立性と事業継続性を確保するため、
以下のとおり整理しました。

28

⑴ 貸付料
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５ 貸付条件

 貸付期間は、30年以上70年以内とし、事業者の提案期間とします。
 貸付期間の始期は、土地引渡日とします。
 貸付期間には、施設等の整備期間及び貸付期間満了に伴う原状回復のための
施設の解体・撤去期間を含むものとします。

29

 権利は借地借家法に基づく「借地権」とします。
 貸付期間が50年以上70年以内の場合は同法第22条（定期借地権）、30年以上50
年未満の場合は同法第23条（事業用定期借地権）の適用を受けるものとします。

⑶ 権利

⑵ 貸付期間

36



５ 貸付条件

民間事業者が本事業への参画のための資金調達や出口戦略の一つとして資金
回収を行う場合、不動産証券化手法の活用や定期借地権の譲渡等の手法が想定
されます。
①事業開始時（資金調達）

i. 不動産特定共同事業法に基づく特例事業者を活用したスキーム
ii. 資産の流動化に関する法律（通称：ＳＰＣ法）に基づく特定目的会社を

活用したスキーム
iii. 会社法等に基づく合同会社・匿名組合等を活用したスキーム

②事業出口時（資金回収）
i. 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人を活用したスキーム
ii. 定期借地権の譲渡
iii. 建物所有権の譲渡
iv. ＳＰＣ等の株式譲渡
v. 信託受益権の譲渡

30

⑷ 事業スキーム
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５ 貸付条件
③各手法の適用に当たっての留意事項
 市による事前の承諾を得ること。
⇒承諾に当たっては、事業の安定性、提案内容の実効性、譲渡又は転貸先
となる事業者の適格性などを総合的に勘案して判断します。

 権利を譲渡する場合、譲受人は当初事業者の契約上の地位を継承し、提案内容
や本事業に関する義務の一切を引き受けること。

 ＳＰＣ等を活用する手法の場合、事業者が保有する出資持分について、市に
よる承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を
行わないこと。

 導入する手法の全体スキーム（アセットマネジメント業務やプロパティマネジ
メント業務、ＳＰＣ等の場合は出資者を含む）を明らかにすること。
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６ 事業者選定
事業者選定に当たっては、民間事業者のノウハウを活かし、にぎわい創出を図り、
新庁舎との調和が取れた計画を求める点を重視し、提案内容を総合的に評価する
「公募型プロポーザル方式」を採用します。
最優秀提案者は、「さいたま市新庁舎整備に伴う民間機能整備事業者選定委員会」
における提案審査によって決定します。

33

職名等氏名区分
弁護士岩田 真由美学識経験者

UMリサーチ&コンサルティング合同会社 代表上田 真弓学識経験者

公認会計士・税理士・中小企業診断士関根 ゆり学識経験者

東洋大学福祉社会デザイン学部 教授仲 綾子学識経験者

明海大学不動産学部 教授中城 康彦
（委員長）学識経験者

公益社団法人さいたま観光国際協会 常務理事矢口 敦彦関係団体

さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 副理事石井 保市職員

▼さいたま市新庁舎整備に伴う民間機能整備事業者選定委員会 委員名簿（敬称略）
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７ 参加資格
公募の公平性と適正な事業実施を確保するため、以下のとおり参加資格に関する
基本的な考え方を整理しました。
 応募者は、事業計画を立案し、当該計画を遂行できる能力を有する法人（応募
法人）又はグループ（応募グループ）とします（ＳＰＣ等を含む）。
なお、応募グループの構成員が、他の応募グループの構成員となることは禁止
します。

 応募者の資格要件として、設計業務・建設業務に係る一定の実績要件を設定
するとともに、長期の事業運営を担うことができる要件も検討します。
なお、業務の一部を協力法人が担うことも可能とします。

 本事業に関与する利害関係者の参加は認めません。
※利害関係者とは、本事業における実施方針・公募要項の策定に関わった
事業者、新庁舎整備基本設計事業者、事業者選定委員会の委員等とします。
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７ 参加資格
36

▼グループでＳＰＣを組成して応募する場合のイメージ

SPC＝事業者

業務委託

出資

市 金融機関等
融資

A社 B社 C社
構成員

代表法人

D社

契約締結

（協力法人）

本事業に単独又は複数で応募する法人等をいう。応募者

単独で応募する法人等をいう。応募法人

複数で応募する法人等をいう。応募グループ

応募グループを構成する法人等をいう。構成員

応募グループを代表して応募手続を行う法人等をいう。代表法人

応募者以外の法人等で、本事業で実施する業務を担当し、応募者と
直接業務契約を行う予定の法人等をいう。

協力法人

▼用語の定義
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８ 想定スケジュール
街区としてにぎわいを創出するため、民間機能の公募及び整備スケジュールは、
新庁舎整備の動向を踏まえ、設定する必要があります。
 民間機能は、新庁舎と同時期の令和13（2031）年度に開業・供用開始する
ことが望ましいと考え、公募・事業者選定を令和８（2026）年度、
土地引渡しを令和10（2028）年度と設定しました。

 なお、新庁舎整備のスケジュールに変更が生じた場合には、民間機能の
スケジュールを見直す可能性があります。

公募開始

R8.7R8.1

実施方針
公表

最優秀提案者
決定

R8.12

土地引渡し

R10.4

契約締結

R9年度

基本協定
締結

R9.3

開業

R13年度

38

基本設計
（〜R8.4）

事業者選定
（R8年度）

実施設計
（R9年度）

建設工事
（R10〜12年度）

民間機能

新庁舎
移転
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